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国立天文台周辺のまちづくり

後期高齢者医療保険のお知らせ

介護保険料の個別軽減制度

令和4年度から
住民税非課税世帯になった
世帯などへの臨時特別給付金　国立天文台周辺のまちづくりに取り組むため、『国立天文台周辺地域土地利用基本方針』を

策定するとともに、『国立天文台周辺地域のまちづくりを考えるガイドブック』を製作しまし
た。いずれも同課（市役所3階）で配布しているほか、市ホームページからもご覧いただけます。

まちづくりの目標　天文台の森を次世代につなぐ学校を核とした新たな地域づくり
★★★大沢地域の課題解決に向けた取り組み★★★
・緑地の保全に配慮した質の高い防災・減災のまちづくり
　⇒浸水予想区域内に位置する羽沢小の国立天文台北側ゾーンへの移転を検討
・学校を核とした新たなスクール・コミュニティの創造
　⇒羽沢小移転の際は地域をつなぐ拠点とし、「学校3部制」に対応した活用を検討
※そのほか、地域に不足するスーパーなどの誘致を検討し、買物不便環境の解消を目指します。

◆条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①介護保険料の所得段階が第1〜3段階(生活保護受
給者、特別養護老人ホームなどの入所者を除く)

②前年中の収入が次の額を下回る
・単身世帯：第1段階の方＝80万円、第2・3段階の
方＝160万円

・2人以上の世帯：単身世帯の各段階の額に60万円
を加算した額

※世帯全員の収入が対象（遺族年金や障害年金など
の非課税所得や家族からの仕送りなどを含む）。

③自己の居住用を除き、処分可能な不動産を所有し
ていない

④200万円（2人以上の世帯は400万円）を超える預貯
金などの資産を所有していない

⑤住民税が課税されている方の扶養を受けていない

◆軽減内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第1段階の方＝50%
第2・3段階の方＝第1段階と同額
7月26日㈫までに必要書類

を介護保険課(市役所1階11番
窓口)へ
※詳しくは同課へお問い合わ
せください。

　65歳以上で、次のすべての条件に該当する方へ、市独自の介護保険料の軽減措置を
設けています。軽減を受けるためには申請が必要です。

　災害などで納付が困難な
ときは、保険料の減免を受け
られる場合があります。詳し
くは、同課☎︎0422-29-9277
へお問い合わせください。

◆対象
❶住民税非課税世帯
　対象と思われる世帯の世帯主宛てに、7月1日に確認書を発
送しました（4年1月2日以降に三鷹市へ住民票を移した方がい
る世帯には、7月下旬までに送付予定）。確認書に必要事項を
記入し、ご返送ください。
　4年1月2日以降に三鷹市へ住民票を移した方で、課税状況が
不明な方などがいる世帯には、7月下旬までに世帯主宛ての案
内書を送付します。
❷家計急変世帯
　申請が必要です。対象は、新型コロナウイルス感染症の影響
で4年1〜9月の家計が急変した世帯で、世帯員それぞれの4年
1月以降の任意の1カ月の収入または所得を12倍した合計額が
住民税非課税相当（下表参照）になる世帯です。
9月30日㈮までに申請書(市ホームページ〈右記

二次元コード〉で入手)を「〒181-8555臨時特別給
付金事業推進室」へ

家族構成例
非課税相当限度額

収入額ベース 所得額ベース
単身または扶養親族がいない世帯 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族（計1人）を扶養 156.0万円 101.0万円
配偶者・扶養親族（計2人）を扶養 205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族（計3人）を扶養 255.7万円 171.0万円
配偶者・扶養親族（計4人）を扶養 305.7万円 206.0万円
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年 204.3万円 135.0万円

◆給付額　1世帯当たり10万円
※既に同給付金を受給済みの世帯は対象外です。
　また、❶と❷の重複受給はできません。
◆給付開始時期
　7月下旬以降、不備のない確認書・申請書を受理後、おおむ
ね3週間後の給付を予定しています。

まちづくり推進課☎0422-29-9702

介護保険課☎0422-29-9277

保険課☎0422-29-9219

臨時特別給付金コールセンター☎0422-29-9617
(平日午前9時〜午後5時)

後期高齢者医療保険料の決定通知書を7月15日㈮に発送します
　納付書が同封されている方は納期限までに納付をお願いします。同封されていない場
合は、年金からの引き落とし、または口座振替となります。
※過去に市で同医療保険に加入していた方にも、通知を送付します。
※発送から1週間経過してもお手元に届かない場合は、同課へお問い合わせください。
後期高齢者医療被保険者証の更新
　8月1日㈪から利用できる新しい保険証（藤色)を7月13日㈬に簡易書留で発送します。10
月1日㈯からの窓口2割負担の導入に伴い、新しい保険証の有効期限は9月30日㈮です。10
月1日から利用できる保険証は、9月中旬以降に発送予定です。
自己負担割合の判定基準
◆9月30日まで：1割または3割負担　世帯すべての被保険者の住民税課税所得金額が145
万円未満の場合は1割、それ以外の場合は3割です。
◆10月1日から：1割、2割または3割負担　これまで1割負担だった方のうち、①②いず
れも当てはまる場合は2割負担になります。
①同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
②「年金収入」＋「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が1人の場合は200万円以
上（2人以上の場合は320万円以上）
前年中の収入が次の条件に該当する場合は、1割または2割負担になります
　今年度からは申請不要で、1割または2割負担の保険証を送付します。市で該当が確認
できず、申請が必要と思われる方には6月下旬に申請書を発送しています。
・世帯内の被保険者が1人の場合は、収入額が383万円未満。ただし、同一世帯でほかの健
康保険制度加入者（70〜74歳）がいる場合は、被保険者との合計金額が520万円未満

・世帯内の被保険者が2人以上の場合は、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
　6月末までに認定証の交付を受け、8月以降も引き続き対象となる方には、新しい認定
証を7月21日㈭に発送します（申請不要。ただし、長期入院中の方と自己負担割合が変わ
る方は申請が必要な場合があります）。

新型コロナウイルス
感染症に関する

国民健康保険傷病手当金

　適用期間を9月30日㈮まで延長しました。給与などの支払い
を受けている方(被用者)が同感染症の療養のために勤務ができな
かった期間について傷病手当金を支給します。
◆支給対象となる日

＝ 支給対象この期間中の勤務を
予定していた日

勤務することができない期間

３日間

勤務ができなくなった日

◆支給額(1日当たりの上限額：30,887円)
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷勤務日数×3分の
2)×支給対象となる日数
※給与の全部または一部を受けることができる期間は支給しま
せん(給与額が算定額より少ないときは、差額を支給)。

◆適用期間　令和2年1月1日〜4年9月30日(最長1年6カ月)
◆申請方法　医師の意見書と事業主の証明が必要です。事前にお

問い合わせください。

保険課☎0422-29-9215


